
令和4年度 園児募集要項

(2 号・3号認定用)

【お問い合わせ先】

学校法人奈良育英学園 奈良育英幼稚園

〒６３０－８１１３ 奈良市法蓮町1000番地

ＴＥＬ：０７４２－２６－２８４８



幼稚園型 認定こども園 奈良育英幼稚園

２号・3 号認定子ども(保育標準時間 11 時間、保育短時間 8 時間認定)とは

２号認定は お子さまが３歳児以上（平成２８年４月２日～ 平成３１年４月１日生まれ）で、

保護者の就労や妊娠、病気などにより「保育を必要とする理由」 (下記３参照)に該当される場合に

認定を申請することが可能です。

３号認定は 当園の場合、お子さまが１～２歳（平成３１年４月２日～ 令和３年４月１日生まれ）

で、2 号認定と同様に、保護者の就労や妊娠、病気などにより「保育を必要とする理由」 (下記３

参照)に該当される場合に認定を申請することが可能です。

※保育標準時間・・・主にフルタイムの就労を想定したもので、奈良市では月 120 時間以上の就労

等をしている保護者の方が対象です。奈良市より保育標準時間認定を受けら

れた場合には、最大利用可能時間が 11 時間となります。

※保育短時間 ・・・主にパートタイムの就労を想定したもので、奈良市では月 96 時間以上 120

時間未満の就労等をしている保護者の方が対象です。奈良市より保育短時間

認定を受けられた場合には、最大利用可能時間が 8 時間となります。

１．募集人数について

（1） １歳児   １０名 〖令和  2 年 4 月 2 日～令和  3 年 4 月 1 日生〗

（2） ２歳児   １０名 〖平成 31 年 4 月 2 日～令和  2 年 4 月 1 日生〗

（3） ３歳児   １０名 〖平成 30 年 4 月 2 日～平成 31 年 4 月 1 日生〗

（4） ４歳児   若干名 〖平成 29 年 4 月 2 日～平成 30 年 4 月 1 日生〗

（5） ５歳児   若干名 〖平成 28 年 4 月 2 日～平成 29 年 4 月 1 日生〗



２．保育利用申込みについて (詳細は奈良市へお問合せください。)

保育の利用を希望される場合は、奈良市による保育の必要性を認定後、奈良市の利用調整の結果入

園することができます。したがって、必ず入園できるとは限りません。定められた期間内に奈良市役

所に『教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書』等必要書類を提出してください。

◎受付期間：奈良市のしみんだより 10 月号（予定）および奈良市のホームページで受付期間を

ご確認ください。

  【お問い合わせ先】奈良市役所 保育所・幼稚園課（0742-34-5086）

※奈良市以外にお住まいの方（奈良市に転入予定者を除く）は、お住まいの各市町村窓口までお問い

合わせください。各市町村で条件等がありますので、ご注意ください。

奈良市に転入を予定されている方は、奈良市役所 保育所・幼稚園課（0742-34-5086）にお問い合

わせください。

３．保育を必要とする理由

保護者（両親）いずれも以下の「保育を必要とする事由」に該当していることが必要です。

１．就労 月９６時間以上の就労の常態（家事除く）、就労内定証明書を提出する方を含む

２．妊娠中・出産後 出産予定月の前２ヶ月から出産月の後２ヶ月まで（最大５カ月間）

３．保護者の疾病、障がい等

４．同居親族の常時看護・介護

５．震災、風水害、火災等の災害復旧

６．求職活動

７．就学

８．社会的養護が必要な方 虐待やＤＶ被害を受けている、またはおそれがある場合



９．育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合

10．その他、奈良市が認める理由

（詳細は奈良市のホームページまたは奈良市 保育所・幼稚園課(0742-34-5086)に

お問い合わせください）

４．保育時間

就労時間(月)
保育可能時間

(1 日)
当園の保育時間 当園の延長保育時間

月 96 時間未満の

就労等
2 号・3 号認定としての入所要件を満たしていません

月 96 時間以上の

就労の常態等

8 時間利用可能

(保育短時間)

午前 8 時 00 分から

午後 4 時 00 分まで

早朝は午前 7 時～8 時まで

延長は午後 4 時～7 時まで

月120時間以上

の就労の常態等

11 時間利用可能

(保育標準時間)

午前 7 時 00 分から

午後 6 時 00 分まで
延長は午後 6 時～7 時まで

  ※ただし土曜日の保育時間は、午後 3 時 30 分までです。

５．保育料(利用者負担額)について

  【2 号認定】 幼児教育・保育の無償化により、無償（0 円）となります

  【3 号認定】 奈良市が設定する利用者負担額（保育料）

         奈良市のホームページでご確認ください



６．令和4年度 諸経費概算(特定負担金等)

  【2 号認定】

種別 納入時期 金額 備考

施設設備資金 入園時 6０，０００円

教育充実費 月額 ８，０００円

給食費 1 食 ４３０円 ※

おやつ 1 食   ５０円 ※

ケーキ 月額 １３０円

遠足代 年額 ４，０００円程度 行先により変動します

育英会費 年額 １２，０００円 保護者会費

⑴ 延長保育を利用される場合、別途延長保育料金が発生いたします。

⑵ 上記の他、行事等に係る実費分を徴収することがございます。

  ※給食費のうち副食費部分 および おやつ代については、免除される場合があります。

   (奈良市のホームページでご確認ください)

【3 号認定】

種別 納入時期 金額 備考

施設設備資金 入園時 6０，０００円

教育充実費 月額 ８，０００円

給食費 保育料に含まれています

おやつ 保育料に含まれています

ケーキ 保育料に含まれています

育英会費 年額 6，０００円 保護者会費



７．保育時間などについて (基本的には、下記の時間帯で行います。)

  ⑴ 開園時間は、午前 7 時 00 分から午後 7 時 00 分までです。(12 時間)

   ※土曜日は、午前 7 時 00 分から午後 3 時 30 分までです。

⑵ 保育時間

①保育短時間利用認定のお子さま  午前 8 時 00 分から午後 4 時 00 分までです。

   ②保育標準時間利用認定のお子さま 午前 7 時 00 分から午後 6 時 00 分までです。

※土曜日は午後 3 時 30 分までの利用となります。  

⑶ 休園日

・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）

・創立記念日  ４月１７日 (家庭保育のご協力をお願いします)

・お盆休み   8 月１３日～１５日  (家庭保育のご協力をお願いします)

・園が指定する日は休園となります。

⑷ 2 号・3 号認定保育時間 (土曜日は 15 時 30 分までの利用となります)

８．(早朝)延長保育について (事前予約制)

  １．標準時間認定

①午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分 300 円

    ➀保育短時間認定 (平日)

早朝延長保育

    ②保育標準時間認定 (平日)

            18:00

延長保育保育時間（7時00分～18時00分）

保育時間（8時00分～16時00分）

16:00

延長保育

    7:00             19:00

    7:00 8:00             19:00



２．短時間認定

①午前 7 時 00 分～午前 8 時 00 分 300 円

②午後 4 時 00 分～午後 6 時 00 分 200 円

③午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分 300 円

９．保護者の皆様へのご負担軽減の取組について

当園では、保護者の皆様の登園ご準備やお荷物のご負担軽減のお役に立てるように、次の「らく

らく登園」サービスを導入しています。詳しくは、当園までお問い合わせください。

  １．お布団セット（全園児が対象）

  当園の委託業者と保護者様が直接契約をいただき、コットベッド（お昼寝用ベッド）、毛布、タオル

ケットをセットにして、月額定額（税込 1,340 円）でご利用いただいています。

  ２．おむつセット（1、2 歳児が対象）

  当園の委託業者と保護者様が直接契約をいただき、紙おむつ（マミーポコ）、おしりふきをセットに

して、月額定額（税込 2,210 円）でご利用いただいています。なお、使用した紙おむつの処理は園で

いたします。

10．奈良育英幼稚園に入園を希望される皆様へ

当園は幼児教育を基盤とした施設です。入園をご希望される場合は、事前に当園の見学と教育

  方針等をご理解のうえ、入園を決定してください。園見学・教育相談は随時行っておりますので、

事前にご予約をお願いいたします。

学校法人奈良育英学園 奈良育英幼稚園

〒630-8113 奈良市法蓮町 1000 番地   

TEL：0742-26-2848 FAX：0742-26-2848




